
防災士名簿取扱要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域と防災士をつなぐことを目的に作成する防災士名簿の取扱

いに関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次の各号の定めるとこ

ろによる。 

（１） 防災士 

「自助」「共助」「協働」を原則として、社会の様々な場で防災力を高める

活動が期待され、そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを

日本防災士機構が認証した者のうち、住吉区内に在住する者のことをいう。 

（２） 防災士認定登録者名簿 

日本防災士機構から提供を受けた「防災士認定登録者名簿」のことをいう。 

（３） 防災士名簿 

防災士の同意に基づき、防災士に関する次に掲げる情報（以下「防災士情

報」という。）を記録した名簿（様式第１号）のことをいう。 

ア 氏名、ふりがな 

イ 生まれた年 

ウ 郵便番号、住所、自宅又は携帯電話番号、メールアドレス 

エ 防災に関する得意分野・経歴 

（４）自主防災組織 

    災害対策基本法第２条の２第２号に規定する住民の隣保協同の精神に基づく

自発的な防災組織であり、この要綱における自主防災組織は、地域活動協議会

のことをいう。 

 

（防災士名簿の利用目的） 

第３条 防災士名簿は、次の各号に掲げる目的のために利用する。 

（１）区長が、自主防災組織へ防災士情報を提供することで、地域と防災士の連携

を促進し、地域の防災力向上を図る。 

 （２）自主防災組織が、自ら実施する事業への協力を防災士に依頼し、防災士の知

識・技能を活用することで、地域の防災力向上を図る。 

 

（防災士名簿の作成） 

第４条 区長は、防災士名簿の作成にあたり、防災士認定登録者名簿の情報に基づ

き、当該名簿に掲載された防災士に対し、前条に定める利用目的を明示したうえ

で、「防災士の皆様の地域防災活動に関するアンケート調査票」（様式第２号）に

より、防災士情報の自主防災組織への提供の可否等に関する調査を行い、当該情報

提供に同意した防災士についてのみ、その情報を防災士名簿に登録するものとす

る。 



２ 区長は、前項の規定にかかわらず、防災士からの申し出により、当該防災士の防

災士情報を防災士名簿へ登録することができる。この場合においても、当該防災士

に対し、前項の方法により、防災士情報の自主防災組織への提供の可否等に関する

調査を行うこととする。 

３ 区長は、前２項により収集した情報に基づき、防災士名簿を作成するものとす

る。 

 

（防災士名簿の管理） 

第５条 区長は、防災士名簿を個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

及び大阪市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例（令和５年大阪市条

例第５号）の定めるところにより、適切に管理するものとする。 

 

（防災士名簿の更新） 

第６条 区長は、新たな防災士認定登録者名簿の提供を受けたとき又は防災士から新

たに防災士情報を収集した場合においては、防災士名簿を最新の状態に更新するも

のとする。 

 

（防災士名簿の提供） 

第７条 区長は、防災士名簿を作成又は更新したときは、速やかにその写しを自主防

災組織へ提供する。ただし、防災士本人の同意を得た防災士情報に限る。 

２ 区長は、前項に基づき防災士名簿の写しを提供するときは、当該提供を受ける自

主防災組織に対し、防災士名簿受領書（様式第３号）を提出させるものとし、自主

防災組織が当該受領書中の同意事項に同意したうえでこれを提出しない場合は、前

項の規定にかかわらず、防災士名簿の写しを提供しない。 

 

（その他） 

第８条 この要綱における事務は、地域課において行うものとする。 

２ この要綱に定めるもののほか、防災士名簿の取扱いに関し必要な事項は、区長が

別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年２月10日から実施する｡ 



様式第１号（第２条関係） 防災士名簿 令和  年  月  日現在

整理番号 氏名 ふりがな 生まれた年 郵便番号 住所 自宅又は携帯電話番号 メールアドレス 防災に関する得意分野・経歴
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4
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6
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防災士の皆様の地域防災活動に関するアンケート調査票 

 

１ 防災士資格取得後の住吉区内での活動履歴（あてはまるものすべてに  ） 
 

□  防災講演で講師やアドバイザーを務めた。 
 

【活動内容】 

 

【実施地域】 

 

 

□  防災訓練の企画や運営に携わった。 
 

【活動内容】 

 

【実施地域】 

 

 

□  災害支援を行った。 
 

【住吉区内で支援活動を行った災害】（例）平成●年 台風●号など 

 

【支援内容】（例）●●小学校避難所開設、住吉区●●地域での避難者誘導など 

 

 

 

【住吉区外で支援活動を行った災害】（例）令和●年●●県●●地震など 

 

【支援内容】（例）●●市●●地域での災害ごみ搬出ボランティアなど 

 

 

 

□  その他の活動を行った。 
 

【活動内容】（例）防災啓発イベントへの参加など 

 

 

 

 

≪裏面に続く≫ 

回 答 日 令和  年  月  日 

氏   名  

自宅又は携帯電話番号  

住   所  

様式第２号（第４条関係） 



 

 

２ 住吉区内の自主防災組織との関わりについて 
 

□  すでに自主防災組織（地域活動協議会）等で活動している。 
 

【活動内容】 

 

 

【実施地域】 

 

 

３ 防災士資格の取得者であること（個人情報）を住吉区内の自主防災組織（地域活動協議会）

へ情報提供することの可否について（あてはまるものに  ） 
 

□ 可能 

□ 不可 
 

  ※「可能」とご回答いただいた方は、次の項目のうち情報提供が可能な項目すべてに  を 

お願いします。 
 

□ 氏名        □ ふりがな       □ 生まれた年 

□ 郵便番号      □ 住所（すべて）    □ 住所（丁目まで） 

□ 自宅又は携帯電話番号 

□ メールアドレス 
 

【メールアドレス】 

 
 

□ 防災に関する得意分野・経歴 
 

【防災に関する得意分野・経歴】 

 

 

 

 

 ４ 今後取り組みたいと考えている活動について 
 

□ 今後取り組みたいと考えている活動がある。 
 

【取り組みたい内容】 

 

 

 

【取り組みたい地域】 

 

 

ご回答ありがとうございました。 



様式第３号（第７条関係） 

 

 

防災士名簿受領書 

 

 

令和 年 月 日 

 

住吉区長 様 

 

自主防災組織（地域活動協議会） 

地域活動協議会名              

会長名                   

保管場所                  

 

 

次の同意事項に同意のうえ、防災士名簿（令和 年 月 日現在）の写し１部

を受領しました。 

 

 

【同意事項】 

１ 防災士名簿の写しの取扱いに関し、次の各号に掲げる事項を遵守します。 

なお、次の各号に掲げる事項を遵守できなかった場合は、ただちに防災士

名簿の写しを区長に返還します。 

（１）防災士名簿の写しは、個人情報の漏えい又は紛失等の事故防止のため、

適切に管理及び保管すること 

（２）防災士名簿の写し及び防災士情報は、目的の範囲内で利用し、外部に提

供しないこと 

（３）防災士名簿の写しを複写又は複製しないこと 

２ 新たな防災士名簿の写しの提供を受けたとき又は防災士名簿の写しの必

要がなくなった場合は、速やかに防災士名簿の写しを区長に返還します。 

３ 防災士名簿の写しを紛失したときは、速やかに区長へ報告します。 

 ４ 防災士との間で争いが生じた場合には、誠意をもって協議し、解決するも

のとします。 



 

 

防災士名簿紛失届 

 

 

令和 年 月 日 

 

住吉区長 様 

 

自主防災組織（地域活動協議会） 

地域活動協議会名              

会長名                   

 

 

 標題について、次のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 発生日時 

 

 

 

２ 発生経緯 

 

 

 

３ 発生原因 

 

 

 


